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　 １ 　 非行少年を 生まない社会づく り 　

　 少年サポート セン タ ーを 中心に、 少年の規範意識の向上及び社会と の絆の

強化を 図る ため、 非行少年を 生まない社会づく り に取り 組んでいます。

　 少年相談　

　 令和４ 年中に県内で受理し た少

年相談件数は1,357件で、 前年に比

べて42件（ 3.2％） 増加し ま し た。

　 相談内容別では、 児童虐待に関

する 相談が563件で 最も 多く 、 全

体の41.5％を 占めまし た。

　 また、 いじ め問題の相談件数は

60件で、 前年に比べ８ 件（ 15.4％）

増加し まし た。
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【 少年相談コーナーのお知らせ】

　「 いじ めを受けている」「 SNSに悪口を書かれた」「 先輩からお金を要求さ

れている」「 子供が夜遅く 出歩いてし まう 」 等の少年や保護者からの様々な

悩みごとや困り ごとに、 少年サポート センター職員が対応します。

　「 警察に相談し たら、 事件と し て扱われて話が大きく なるのでは・ ・ ・ 」

との不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、 そのよう なことは

あり ません。

　 少年相談コーナーでは、 相談者の気持ちや要望を第一に考え、 警察と して

適切な対応をします。 秘密は厳守しますので、 お気軽にご相談く ださい。

○少年相談コーナー

　 ℡ 02 9 -2 3 1 -0
まるく おさまる

9 0 0
　 ※　 受付時間　 平日 8:30 ～ 17:15

　（ 夜間、 土日祝日は警察本部当直で

対応します。）

【 メ ール相談はこちら】

ke i sh o n en @ p re f . i b a ra k i . l g . j p

※メ ール相談は平日

の み（ 8:30 ～ 17:15）

と なり ます。

mailto:keishonen@pref.ibaraki.lg.jp
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　 　 立ち直り 支援活動　

　 　 過去に非行を 犯し た少年やその保護者に対し て、 関係機関や各種ボラ ン

テ ィ アと 連携し て

　 　 　 　 ・ 定期的な連絡・ 訪問

　 　 　 　 ・ 学習支援

　 　 　 　 ・ 農業体験活動や社会奉仕活動等

を 通じ た居場所作り

　 等を 行う こ と によ り 、 少年の立ち 直り を

支援し 、 少年が再び非行に走る こ と を 防

止し ていく 取組を 行っ ています。

　 　 非行防止教室　

　 　 少年の規範意識の向上や薬物乱用防

止等少年の非行防止を 図っ たり 、 少年が

SNSに起因し た犯罪被害に遭わな いよ う

にする ため、学校等の関係機関と 連携し 、

非行防止教室や薬物乱用防止教室を 行っ

ています。

　 　 令和４ 年中は718回の非行防止教室を

実施し まし た。

　 ２ 　 学校その他関係機関と の連携　

　 　 スク ールサポータ ー　

　 　 退職し た 警察官等を ス ク ールサポ ー

タ ーと し て県内の全警察署に配置し 、 学

校における 少年の問題行動等への対応、

登下校時の見守り 活動、 相談活動、 児童

の安全確保に関する 助言等を 行っ ていま

す。

農業体験活動

リ モート 方式の非行防止教室

学校における防犯教室
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　 　 学校と 警察の連携　

　 　 教育委員会等と 警察と の間で締結し た

協定等に基づき 、 非行少年等に関する 情

報を 学校と 警察が相互に連絡する 「 学校

警察連絡制度」 を 運用し ています。

　 　 また、 警察本部と 教育庁等と の連絡会

や警察署の管轄区域や市町村の区域等を

単位と し た学校警察連絡協議会を 設置し

て、 情報交換を 行っ ています。

　 ３ 　 少年警察ボラ ンティ アと の連携　

　 　 大学生サポータ ー　

　 　 少年の健全育成に関心を 持つ大学生を「 大学生サポータ ー」 と し て委嘱

し 、 少年サポート セン タ ー職員と 共に

　 　 　 　 ○　 街頭補導活動

　 　 　 　 ○　 非行防止教室の補助

　 　 　 　 ○　 非行少年の学習支援等少年の

立ち 直り 支援活動

　 　 　 　 ○　 非行防止等広報啓発活動

　 等に従事し ています。

　 　 大学生サポータ ーは少年と 年齢が近

く 、 その心情や行動を 理解し やすいなど

の特性を 生かし 、 少年の非行防止や少年

の居場所づく り 活動に取り 組んでいます。

　 　 少年指導委員　

　 　 公安委員会から 委嘱さ れた少年指導委

員が、 少年を 有害な風俗環境から 守る た

め、 風俗営業所等への立入り を 実施し た

り 、 キャ ン ペーン や広報啓発活動、 街頭

補導活動を 行う な ど、 少年の非行防止、

犯罪被害防止活動に取り 組んでいます。

警察本部と教育庁等との

連絡会

大学生サポーターによる

広報啓発活動

少年指導委員による

街頭補導活動


